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は じ め に 

 

「学校教育法等の一部を改正する法律」により、平成１９年４月から特別支援教

育が始まりました。また、平成２０年３月に告示された小・中学校の新学習指導要

領では、障害のある児童生徒等については、特別支援学校等の助言又は援助を活用

しつつ、例えば指導についての計画又は家庭や福祉、医療等の業務を行う関係機関

と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の児童生徒の

障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うことが明

記されました。 
本県では、平成１７年度から「愛知県特別支援教育体制推進事業」を展開し、特

別支援教育の推進を図ってきました。平成２０年度には、全ての小・中学校におい

て校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名がされています。この

ように校内体制が着実に整備され、一人一人の子供の教育的ニーズに応じた指導・

支援の具現化に向けた取組が、日々進められています。今後は、福祉、医療、労働

等の関係機関と連携した「個別の教育支援計画」に基づく、乳幼児期から就労に至

るまでの一貫した支援が重要になってきます。そこで、ここに「小・中学校『個別

の教育支援計画』作成ガイドブック」を発刊いたします。 
第１章では、「個別の教育支援計画」を作成する上での基本的な考え方等が記して

あり、第２章の「Ｑ＆Ａ」では、考え方から具体的な取り組み方、配慮事項等まで

を２３の項目に分けてまとめてあります。そして、第３章には、「個別の教育支援計

画」の様式例と記入例及び作成上の留意点が載せてあります。 
今後は、各学校において、本ガイドブックを特別な支援を必要としている一人一

人の子供の指導・支援に役立てていただき、特別支援教育が着実に推進されること

を期待しています。 
 おわりに、本ガイドブックの作成に当たり、委員として御協力いただきました関

係各位に対し、心から感謝の意を表します。 
 
                       平成２１年３月 

                         愛知県教育委員会 
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Ⅰ 特別支援教育の推進 

 
 
平成 19 年４月に施行された学校教育法等の一部改正により、小学校・中学校においては、

従来の「特殊学級」を「特別支援学級」と名称変更し、通級による指導の充実と併せ、通

常の学級においても特別支援教育を進めていくことになりました。 
平成 19 年４月に文部科学省より出された「特別支援教育の推進について」（局長通知）

には、「特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組

を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持て

る力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を

行うものである」と明記されています。そして、各学校における特別支援教育を行うため

の体制の整備及び必要な取組として、以下の６つのポイントを挙げています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、平成 20 年３月に告示された小・中学校の新学習指導要領には次のように記され
ています。 

 
 
 
 

 

 
特別支援教育の推進に向けて、小・中学校においては、まず校内委員会を設置し、特別

支援教育コーディネーターを指名するなど、学校の組織・体制を作っていきます。特別支

援教育コーディネーターは、担任や保護者をサポートするとともに、外部の関係諸機関と

の連絡調整も行います。そして、教職員の基礎的な理解を深めるために、校内における特

別支援教育に関する研修会なども企画・運営します。校内の気になる子供への支援に当た

っては、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成し、それに基づき、実施・

評価をしていきます。 
 特別支援学校では、平成 17年度より「個別の教育支援計画」を作成・実施しています。

小・中学校は、特別支援学校のセンター的機能を活用し、巡回相談や専門家チームによる

指導・助言を得ながら、特別支援教育に関する様々なノウハウを取り入れて進めていくよ

うにします。 

(1) 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

(2) 実態把握 

(3) 特別支援教育コーディネーターの指名 

(4) 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の作成と活用 

(5) 「個別の指導計画」の作成 

(6) 教員の専門性の向上 

（「３ 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組」の項目より抜粋） 

障害のある児童（生徒）などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用し

つつ、例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連

携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の児童（生徒）の障

害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。特に、

特別支援学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を

行うこと。 
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Ⅱ 特別支援教育を推進するための｢個別の教育支援計画｣の作成 

 
 
１ 「個別の教育支援計画」とは 

 「個別の教育支援計画」は、平成 15 年３月の「特別支援教育の在り方に関する調査研究

協力者会議」が「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」で明確にした学校教

育における支援計画です。「個別の教育支援計画」は、障害のある幼児児童生徒一人一人の

ニーズを把握し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで一貫して的確な支援を行う

ために作成されるものです。そして、その作成・実施に当たっては、保護者や地域社会と

の連携がとても大切となります。子供たちは、それぞれ地域に生まれ、地域の人々に支え

られながら生きています。したがって、教育、福祉、医療、労働などの様々な側面から地

域の関係機関が互いに手を取り合い、子供たちを支えはぐくんでいくことが大切です。 
 
２ 作成の意義 

 障害のある子供が地域で生き、自立し、社会参加していくためには、その子供にかかわ

る多くの関係者や機関によって、生涯にわたる一貫した支援を進めていくことが必要です。

この「個別の教育支援計画」は、それまで保護者が見取ってきた我が子の育ちを、その子

供を取り巻く様々な関係機関が連携し、具体的に支援していくための指標であり、ツール

（道具）です。つまり、「個別の教育支援計画」を作成するということは、学校等が中心と

なって、保護者、関係機関とともに支援の方向や目標について共通理解を図りながら役割

分担し、対象の幼児児童生徒に対して一貫した適切な支援ができる体制を構築するという

ことです。 
 
３ 「個別の教育支援計画」と「個別の支援計画」 

 特別支援学校においては、「新障害者プラン」（障害者基本計画の重点施策実施５か年計

画）に基づき、平成 17 年度には「個別の支援計画」を作成し、実施しています。この障害

者基本計画でいう「個別の支援計画」と「個別の教育支援計画」とは、概念としては同じ

ものであり、学校などの教育機関が中心となって作成する場合に「個別の教育支援計画」

と呼びます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「個別の教育支援計画」とは、障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把

握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期か

ら学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定されるもの

で、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組を含め関係機関、関

係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠であり、教育的支援を行うに当たり同

計画を活用することが意図されている。 ………（途中略）……… 「個別の支援計画」

と「個別の教育支援計画」の関係については、「個別の支援計画」を関係機関等が連携協

力して策定するときに、学校や教育委員会などの教育機関等が中心になる場合に、「個別

の教育支援計画」と呼称しているもので、概念としては同じものである。 

（平成17年12月中央教育審議会答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」より抜粋） 
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個別の教育支援計画概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４ 「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」 

 「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」とは、位置付けが異なります。 
「個別の教育支援計画」は、地域で生活する一人一人の支援を、保護者と学校、福祉、

医療、労働等の各機関が連携して効果的に実施するための指標であり、ツール（道具）で

す。これに対して、「個別の指導計画」は、個々の児童生徒に合わせて教育課程を具体化し

たもので、学校での指導に関する目標と手だてを記載する計画です。これは、各学校にお

いて作成し、実施していくものです。 

 長期的な視点に立ち作成される「個別の教育支援計画」を踏まえて、学校における各教

科・領域等での具体的な「個別の指導計画」が作成されると考えると分かりやすいでしょ

う。 
 
５ 「個別の教育支援計画」の作成を進める上で押さえておきたいこと 

(1)「個別の教育支援計画」作成の対象となる子供 

 特別支援教育では、特別支援学校や特別支援学級に在籍する幼児児童生徒はもちろんの

こと、発達障害を含めた特別な教育的ニーズを有する幼児児童生徒を対象としています。

したがって、「個別の教育支援計画」作成の対象となる子供は、特別支援教育の対象となる

幼児児童生徒となります。 
 

福祉、医療、労働
等関係機関

小学校

ＮＰＯ
保護者

福祉、医療等
関係機関

中学校

大学

特別支援学校

大学

特別支援学校

特別支援学校

福祉、医療、労働
等関係機関

ＮＰＯ

企業

幼稚園就学前

就学中

卒業後

保育所

高校

保護者

保護者

個別の支援計画（厚労省） 

－障害のある子供を生涯にわたって支援する－ 

個別の教育支援計画 

・一人一人の教育的ニー 
ズを把握する 
・関係者（機関）の連携に 
よる適切な教育的支援 
を実施する 

個別の教育支援計
画の作成、実施、評
価、改善のプロセス
が重要 
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(2)「個別の教育支援計画」に記載する内容 

ア 対象となる子供一人一人のニーズ 
 「障害のある児童生徒一人一人のニーズ」とは、子供たちが生活する中で、障害による

様々な困難を改善・克服するために必要としている支援や配慮、環境の整備等を指してい

ます。そしてそのニーズは、教育、福祉、医療、労働等の様々な分野にわたります。 
イ 支援の目標 

 一人一人のニーズに対応し、適切な支援を行うために、その子に合った支援目標を設定

することが必要です。家庭生活や学校生活の様子など実態を把握し、生育歴や通院等の状

況も考慮しながら、家庭、学校、関係諸機関が協力して、子供のニーズを踏まえた具体的

な支援目標を設定していきます。その際、その子を取り巻くすべての関係者間で共通理解

を図ることが大切です。 
ウ 支援の内容 

 支援目標を達成するために、一人一人に直接かかわる教育、福祉、医療、労働等の関係

者・機関による支援内容を具体的に記述します。障害特性を考慮するのはもちろんのこと、

一人一人のニーズや意向を十分踏まえて支援内容を検討し、目標達成のための役割分担を

して記載します。 
エ 具体的な支援者・機関等 

 個々の具体的な支援内容に対応する支援者並びに関係機関等も明示します。それぞれが

責任をもって支援していくために、保護者を含め、各関係機関の連絡先・担当者なども記

載します。 
オ 支援の評価、改善、引継ぎ 

 適切な支援が実施されたかどうかを客観的に評価し、それを踏まえて支援内容を見直

し・変更したり、引継ぎ事項を記載したりします。計画は固定的なものと考えず、子供の

状態像に合わせて適宜改訂し、よりよい支援を模索していきます。 
カ その他 

 子供の支援に当たり、その他に必要なことを記載します。 
 
６ 子供の成長に合わせた「個別の教育支援計画」の引継ぎ 

 「個別の教育支援計画」は、対象となる子供に合わせて作成されます。そして、子供の

成長に合わせて改訂し、引き継いでいきます。進学や転学、さらに支援に携わっていた機

関や担当者が変わっても、これまでなされてきた支援が一貫して継続されなければなりま

せん。「個別の教育支援計画」には、作成、実施、評価、改善、引継ぎのシステムが必要で

す。 
 
７ 保護者の参画 

 子供も最も身近な支援者である保護者が、「個別の教育支援計画」の作成、実施、評価、

改善に参画し、その意向を十分に反映することができるように配慮することが大切です。 
 学校をはじめ関係者・機関は、保護者が子供への適切な支援を行うことができるように、

的確な情報提供をするなどして、「個別の教育支援計画」に前向きに参画できるようにかか

わっていくことが大切です。 
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８ 個人情報の保護 

「個別の教育支援計画」を作成し、具体的な支援を進めていく上で注意しなければなら

ないのが、個人情報の管理です。「個別の教育支援計画」の作成、実施、評価、改善に当た

っては、関係諸機関や担当者が責任をもって資料等を管理するだけでなく、個人情報の取

扱い等においても十分な配慮が必要です。 
共有する個人情報とその取扱い、守秘義務等については、あらかじめ本人・保護者に説

明・了承の上、作成時に確認し合い、共通理解を図っておきます。 
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Ⅲ 小･中学校における｢個別の教育支援計画｣作成プロセス 

 
 
１ 特別支援学級及び通常の学級での活用の意義 

特別支援学級においては、一人一人の教育的ニーズに合わせた教育課程を編成し、それ

に基づく指導が行われています。この点、通常の学級に在籍する児童生徒においても、教

師が子供たちの抱えている様々な困難に着目し、実態を十分に捉えた上で、学校内だけで

なく地域や関係諸機関との連携を図りながら支援をしていくことで、その子の自立や社会

参加の道を開く可能性が広がっていきます。したがって個々の児童生徒の必要に応じて「個

別の教育支援計画」を作成・活用し、支援のネットワークを構築していくことが大切です。 
 
２ 作成のプロセス 

 特に、通常の学級においては、まずは「個別の教育支援計画」の作成対象となる子供を

早期発見することが重要です。日常の学校生活において特別な教育的ニーズを必要とする

児童生徒に気付き、適切な支援の方向と内容を決定しなければなりません。そのために、

校内委員会を開き、気になる子供についての情報交換を行います。特別支援教育コーディ

ネーターや担任は、保護者との信頼関係をつくりながら、それぞれ家庭が抱えている課題

等を情報として聞き取ることも大切です。通常の学級においては、担任や保護者の特別支

援教育への理解を促しつつ、「個別の教育支援計画」の作成を進めていくことが望まれます。

そして、学校内においては担任教師が孤立することのないように、校長、教頭等は校内支

援体制を整えていくことが大切です。以下、「個別の教育支援計画」の作成、実施、評価、

改善等のプロセスについて示します。 
 (1)「支援の必要な児童生徒」の早期発見 

 「個別の教育支援計画」の必要な児童生徒に気付くには、学級担任一人の目だけでなく、

教科担任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭等複数の目で児童生徒の様子をとら

え、情報を共有していくことが大切です。また、幼稚園・保育所からの引継ぎ、本人や保

護者からの申し出も含め、子供にかかわる様々な情報を受け取ることのできる体制を積極

的につくっていくことも必要です。 
(2)保護者との共通理解と連携 

 「個別の教育支援計画」の作成は、児童生徒本人と保護者との共通理解並びに了解の下

に行うものです。そのため、学校において、特別な支援が必要と判断したときには、本人

と保護者に支援の重要性をどう伝え、理解してもらうかが大きなポイントになります。共

通理解のための手だてとして、例えば次のような方法と配慮が挙げられます。 
① その子の生活や学習上の悩みや困難をとらえたり本人から聞き取ったりしなが

ら、教育的ニーズについて共通理解を図る。 

② ①の問題を解決し、より充実した学校生活を送る方法を共に考える。 

③ 問題解決のための指導の手だてを具体的に提示し、実践を通して理解を得る。 

④ 学校、家庭で協力してできる支援はないか、共に考える。 

⑤ 学校、家庭だけでは難しい支援に関して、外部機関との連携や地域の社会資源
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の活用等の支援方法があることを情報として伝える。 

⑥ 普段から特別支援教育について、学校レベルでの全校保護者への説明や懇談等

を行い、理解と協力を求める取組を進める。 

特に「困っている子供の立場に立って考える」という視点で支援を進めていくことが大

切です。保護者と話し合い、情報を共有する中で、互いに「困っている子供にどんな支援

ができるか」について考えを深め合っていけるようにしたいところです。 
そして、保護者とその子供だけが孤立しないように、日ごろから学校全体で、友達の個

性を認める共感的な人間関係の土壌を培う指導を進めておくことが大切です。保護者との

共通理解を図り、校内委員会で検討しながら「個別の教育支援計画」の作成の準備を進め

ていきます。 
 
特別支援教育推進の柱となる「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)「個別の教育支援計画」の作成 

ア 担任、特別支援教育コーディネーターによる検討 
 担任と特別支援教育コーディネーターは、まず児童生徒の実態や教育的ニーズについて

把握します。そして、保護者の心情にも十分に配慮しつつ、生育歴や医療機関への受診歴

等を聞き取り、個人プロフィールを作成していきます。さらに、対象となる児童生徒にか

かわる諸機関をリストアップし、「個別の教育支援計画」の原案を作成していきます。 
イ 校内委員会における検討 

 校内委員会は、特別支援教育コーディネーターと担任が中心となって作成した「個別の

教育支援計画」の原案を検討し、学校全体で組織的な指導及び支援が行われるようにする

ための校内組織です。校内委員会は、主として特別支援教育コーディネーターが、その運

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

○プロフィール 
○現在・将来への希望 
○支援の目標 
○必要性のある支援 
○学校における支援 
○家庭における支援 
○関係諸機関の支援 
○評価・課題・記録 

教育課程に基づいた各
教科・領域での具体的
な指導及び支援につい
てきめ細かく作成し、
実践する 

個別の教育支援計画 

リンクする 

保護者との
共通理解 

・気になる様子の気付きと支援の必要性を相互理解する 
・指導の手だてを具体的に検討し、提示する 
・指導実践を継続しながら理解を得る 
・すべての保護者への障害の理解促進を図る 

個別の指導計画 
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営を校長等に相談しつつ推進します。特別支援教育コーディネーターは、校内委員会など

校内の組織の連絡調整とともに、センター的機能をもつ特別支援学校、医療、福祉、労働

等外部機関との連携を図ります。校内委員会と特別支援教育コーディネーターの主な役割

は、以下のとおりです。 

校内委員会の主な役割 

 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援教育コーディネーターの主な役割 

 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 関係諸機関との連携 
子供の支援に関係する諸機関は、必要に応じて情報を交換しながら共通理解を図り、そ

れぞれの支援内容を確認していきます。この際、関係者・機関同士が、個人情報の取扱い

について共通理解し、その管理と保管に細心の注意を払うことが大切です。 
(4)支援の実施 

 支援は、保護者、学校、関係諸機関が、それぞれの領域で責任をもって実施します。そ

の際、各取組についての情報を互いに共有していくことで、よりよい支援体制をつくって

いきます。 
(5)評価、改善と引継ぎ 

 支援の実施状況については、保護者、学校、関係諸機関が情報を交換し合い、支援が適

切に行われているか、効果的であったかをお互いに評価します。そして、必要に応じて支

援計画を見直し・改善したり、次の段階で「個別の教育支援計画」を実施する学校や関係

諸機関に引き継いだりします。幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、中学校か

ら高等学校、高等学校から卒業後の機関と、移行期には支援内容や方法、子供の変容等に

ついて必ず個別の引継ぎをしていきます。また、学校はこの評価を踏まえて「個別の指導

計画」も改善・見直していきます。 
 このようなプロセスで、「個別の教育支援計画」の作成、実施、評価、改善を行い、適切

ａ 実態把握による共通理解 

ｂ 個々の子供への教育的支援方策の検討 

ｃ 担任と特別支援教育コーディネーターが作成した原案を基に、「個別の教育

支援計画」・「個別の指導計画」を作成 

ｄ 指導及び支援の評価、改善・見直し 

ｅ 巡回相談及び専門家チームの派遣要請 

ｆ 校内の特別支援教育の推進 

ａ 校内の関係者や外部関係機関との連絡調整 

ｂ 保護者に対する相談窓口 

ｃ 担任への支援 

ｄ 巡回相談の計画や専門家チームとの連携 

ｅ 教職員及び保護者等への特別支援教育に関する研修会の企画・実施 

ｆ 校内委員会の企画・運営 

ｇ 担任と共に、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の原案を作成 
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な支援を継続的に実施していきます。それぞれ

の支援内容が共有化されることで、支援のネッ

トワークも構築されていきます。このようなサ

イクルを繰り返すことで、対象となる児童生徒

の成長に伴い在籍する場所や支援にかかわる機

関が移り変わっても、「個別の教育支援計画」を

活用した適切な支援と配慮を引き継ぎ、継続的

に実施することが可能となります。 
 
「個別の教育支援計画」の作成プロセス 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「個別の教育支援計画」のサイクル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

Ｄｏ 

（実施） 
Ａｃｔｉｏｎ 

（改善・見直し） 

Ｃｈｅｃｋ 
（評価） 

関係諸機関

への引継ぎ 

 （１）「支援の必要な児童生徒」の早期発見 
 
               気 付 き                       相談・引継ぎ 
 
 
 
 
 
 

（２）保護者との共通理解と連携 
 
 
 
 

（３）「個別の教育支援計画」の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）支援の実施 

 
 
 
 

（５）評価、改善と引継ぎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・保護者からの相談  
・周りの児童生徒からの相談 
・幼稚園、保育所からの引継ぎ 

・保護者から児童生徒の困難な状況、希望、願いを受けながら児童生徒の実態を共通理解 

・「個別の教育支援計画」を基に、学校、家庭、関係諸機関

がそれぞれの立場で手立てを工夫し、支援を実施 

・支援の実施を踏まえて評価し、修正しながら支援を継続

していく。学校はこの評価を踏まえて「個別の指導計画」

を修正し活用していく。  

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

 

（
連
絡
・
調
整
） 

・校長等 
・担任、教科担任 
・養護教諭 
・生徒指導担当 
・特別支援学級担任 
・通級による指導担当 
・特別支援教育支援員 
・スクールカウンセラー 
・学校医 

・教育委員会 
・県総合教育センター 
・大学等専門機関 

・特別支援学校 
センター的機能の活用 

・医療機関（主治医） 
・市町村役場福祉担当窓口 
・幼稚園、保育所等 
・児童・障害者相談センター等 
・放課後児童クラブ（学童保育） 
・子供発達支援センター等 
・早期療育機関 
・ハローワーク等 

・保護者 
・担任         ・教科担任 
・特別支援教育コーディネーター 
・養護教諭       ・スクールカウンセラー等 

「個別の教育支援計画」の作成 

ア 担任、特別支援教育コーディネーターによる検討 
・児童生徒の実態やニーズの把握 
・保護者からの聞き取りと相談 
・関係諸機関のリストアップ 
・情報を基に「個別の教育支援計画」原案の作成 

 
イ 校内委員会による検討 
・「個別の教育支援計画」の検討 
・関係諸機関との連携 

 
ウ 関係諸機関との連携 
・支援目標、内容の確認 
・学校、家庭、関係諸機関の役割分担の確認 
・評価、改善・見直しの時期の設定 
・個人情報の取扱い確認 
・情報交換の方法確認 

支援のための連携・協力 

「個別の指導計画」等を活用した具体的な指導 
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３ 関係者・支援機関 

 「個別の教育支援計画」の作成を進める上で、学校と地域の関係諸機関が連携を図るこ

との重要性はこれまでも述べてきました。ここでは、学校をサポートする教育機関も含め

て、相互に連携していく三つの機関等について押さえておきます。 
(1)学校内における連携 

 支援・配慮を要する児童生徒と日々向き合い、直接指導している担任教師が孤立するこ

とのないように、校内の支援体制の充実に努めます。特別支援教育コーディネーターを中

心に、校内委員会を有効に機能させ、全教職員の共通理解の下、学校全体で特別支援教育

を進めていくことが重要です。 
 

校内支援体制の充実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)地域の教育関係機関 

 各地域には教育的支援の必要な児童生徒の支援を行うための様々な教育関係機関があり

ます。校長、特別支援教育コーディネーターを通じて積極的に連携し、より適切な支援を

実施していくようにします。 
 

地域の教育関係機関 

 
 
 
 

・市町村教育委員会   ・特別支援学校   ・特別支援学級 

・通級指導教室     ・県総合教育センター     ・専門機関 

充実した学校生活充実した学校生活

情緒の安定・自己肯定感の育成・意欲の形成情緒の安定・自己肯定感の育成・意欲の形成

良さに目を向ける 分かりやすく 具体的にほめる 体験させる等

一人一人の教育的ニーズに応じた支援内容・方法一人一人の教育的ニーズに応じた支援内容・方法

校 長 教 頭

担 任

コーディネーター

学校医

教務主任

特別支援学級担当

通級指導教室担当
養護教諭

校内委員会

関

係

機

関

関

係

機

関

特
別
支
援
学
校

特
別
支
援
学
校

進路指導
適切な自己理解
就労・進学支援

校 内 支 援 体 制校 内 支 援 体 制

学習指導
分かる授業づくり
個に応じた学習支援

生活指導
日常生活の支援
心身の健康相談
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  (3)地域の関係諸機関 

 学校や教育関係機関以外にも児童生徒をサポートする関係諸機関があります。医療、福

祉、労働等の関係諸機関と積極的に連携し、それぞれの機関の役割と特性を生かしつつ、

適切な支援を実施していくようにします。 
 

地域の関係諸機関 

 
 
 
 
 
 
 
 

学校と地域の関係諸機関との連携 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 病院（主治医）   ・福祉関係窓口（こども、児童課等） 

・ 幼稚園、保育所、放課後児童クラブ（学童保育） 

・ 児童・障害者相談センター等   ・ 子供発達支援センター等   

・ 早期療育機関   ・大学、ＮＰＯ等 

○特別支援教育コーディネーター
を中心とした校内体制の整備

特別支援学校

大学、ＮＰＯ等

福祉、医療等関係機関

幼小中高の
当該校

特別支援教育連携
協議会

教育、福祉、医療、
労働等関係部局

・専門家チームによる支援
他分野との連携システムの構築

・専門的知識、ノウハウの
提供等

○校内委員会

連携・協力連携
・協
力
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Ⅳ 関係者・機関と連携した教育的支援の充実 

 
 
 「個別の教育支援計画」は、特別な教育的ニーズをもった児童生徒を、幼児期から学校

卒業後まで長期的な視点で見通し、一貫した適切な支援を進めていくための指標でありツ

ール（道具）です。対象となる子供の生活の場は、家庭、学校、地域と多岐にわたります

ので、それぞれの生活場面で可能な連携を模索し、より効果的な支援のためのネットワー

クを構築していくようにします。 
 
１ 家庭生活との連携から支援を考える 

 子供にとって保護者（家族を含めて）は最も身近な支援者なので、保護者と密接に連携

することで、教育効果も高まっていきます。しかしながら、乳幼児期から様々な問題に直

面し、子育ての悩みを抱えてきた保護者も多く、家族を含めた保護者への支援が必要なケ

ースも出てきます。平成 18 年度から施行された障害者自立支援法では、市町村が実施する

地域生活支援事業において、「移動支援」「日中一時支援」等が利用できるようになってい

ます。また、市町村役場の福祉担当窓口に相談することで、家庭生活における外出を支援

するヘルパー利用や、授業後の一時あずかりができることもあります。また、市町村に設

置されている子育て支援の窓口では、子育てについての相談、一時保育や送迎サービスの

利用など、保護者の不安や負担を軽減するシステムもあります。家庭をサポートする関係

者・機関と連携することで、児童生徒の家庭生活をより充実したものにすることができま

す。 
 
２ 地域生活における関係諸機関と学校との連携から支援を考える 

 児童生徒が一日の学校生活を終えた時間帯や休日においても、充実した生活を送ること

が望まれます。そのためには学童保育、子供会やスポーツ少年団などの地域の活動、ある

いは習い事等、地域生活における実態をよく把握し、同年齢の子供、同世代の子供、地域

社会のさまざまな人とかかわり合うことができるように支援していくことが大切です。こ

うした地域生活における関係諸機関との連携を図ることで、児童生徒の地域での生活がよ

り充実していくことができます。 
 
３ 関係者・機関が連携するネットワークの構築から支援を考える 

 それぞれの専門機関の特性を生かして、有効な支援方法や指導の手だてを共有すること

ができれば、さらに大きな支援の可能性が広がります。個人情報の取扱いには十分注意し

つつ、相互に交流しながら支援に携わる担当者同士が率直に情報交換できる場を設けるよ

うにします。 
市町村によっては、特別支援教育連携協議会を設置し、専門家も交えて支援のためのネ

ットワークを構築しているところも出てきました。地域にこうした支援の輪を広げていく

ことが重要で、学校もその中で役割を果たすことが大切です。 
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Ⅴ 小・中学校等における｢個別の教育支援計画｣の作成と活用 

 
 
 これまで子供の指導に悩んできた担任教師が孤立せず、組織的に子供を支援していく取

組、また、子供自身の生活圏を取り巻く教育、福祉、医療、労働等関係機関が手を携えて

適切な支援を実施していく取組として、「個別の教育支援計画」の作成と活用は進められて

います。特別支援教育の対象となる子供について、個々の教育的ニーズに応じた指導や支

援の在り方を工夫していくことは、最終的には、学級全体の子供にこれまで以上にきめ細

かく目を配ることにつながっていきます。目の前で特別な支援を必要としている子供のた

めに、そしてすべての子供へのよりよい教育・支援のために、まずはできるところから、

小・中学校等で「個別の教育支援計画」の作成と活用を始めていくようにします。 
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